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DE＆I（ダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン）の推進
多様な人財の活躍推進
2024年度より検討体制を刷新し、人的資本経営推進委員会傘下の「ダイバーシティ推進部会」にて「多様性が未来
を創る！誰もが活躍するDE＆I」をテーマとし、女性やシニアをはじめとした多様な人財の活躍推進に取り組んでい
ます。

■ 女性の活躍推進
多様な人財の活躍の実現には女性の活躍推進は欠かせないものと位置づけ、2006年度より「朝日生命ポジティブ・
アクション」を通じて、女性のキャリア自律や仕事と家庭の両立支援等への取組みを推進しています。
女性営業所長キャリアアップ研修
女性営業所長を対象とし、上位職や新たな職務への
挑戦意欲醸成・上位職に必要とされるスキル向上を目
的として開催。本研修は、2023年度より開催してお
り、集合形式で実施しています。
上級管理職向け研修
上級管理職向けに女性上級管理職スキル研修、女性室長マネジメ
ントゼミを実施しています。
本社・支社リーダー層向け研修
本社・支社リーダー層向けにキャリア研修、次期リーダー層候補
者向けにスキル研修を実施しています。
上級メンター制度
本社役員から直接アドバイスを受けることができる上級メンター
制度を実施しています。
ロールモデルの紹介
座談会や講話等で、管理職として活躍している女性職員
をロールモデルとして紹介しています。
男女賃金差
過去の人事制度の影響もあり、職員で50.7％となってお
り、改善の必要があると考えています。
引き続き女性管理職登用等、女性の活躍推進に取り組む
ことで、男女賃金差の解消に努めていきます。

■ 若手・中堅の活躍推進
未来を創る人財として、新たな価値を創造する人財への成長に向けて、
リーダーシップやファシリテーション、クリティカルシンキング等のス
キルを磨く育成プログラムに加え、ロールモデル座談会、キャリア面談、
キャリア研修を実施しています。
20代で営業所長に、30代で大規模営業所長や本社管理職に抜擢登用し
ています。

女性管理職比率※ 30.8%
（前年差＋0.6%）

※	対象法令である女性活躍推進法に基づき、課長級以上の者、また課長級
以外の者で、その職務の内容および責任の程度が「課長級」に相当する者。

（注）	 2025年度始時点。

女性営業所長キャリアアップ研修

キャリア面談

社外評価（ウーマンエンパワーアワード殿堂入り）
女性の活躍推進に向けた継続的な取組みが評価され、一般社団法人ウーマンエンパワー協会が主催する
「ウーマンエンパワーアワード2024」にて殿堂入りしました。

（過去受賞歴）�2023年度：大賞、2022年度：特別賞、2020年度：大賞

■ シニアの活躍推進
60歳から65歳への定年延長に伴い、企業価値を高める人財として、経験を活かした主体的なキャリア自律を支援
するプログラムを提供しています。

■ LGBTQ+の理解促進
多様な価値観をもつ人財の活躍に向けて、LGBTQ+研修を実施しています。
今後は専門窓口の設置等、引き続き相互理解に向けた取組みを推進していきます。

■ 障がい者の活躍推進
入社後訓練を通じて「強み」「弱み」を見極め、活躍できる場を提供、
雇用後の定着支援をサポートしています。
主な取組み
・	合理的配慮に基づく業務指導と適性配置の実践
・	ジョブコーチ・精神保健福祉士・公認心理師等専門職による定
着サポート

・	障がいのある営業職員への交通費の上乗せ
・	オフィスのバリアフリー化および個々の障がい特性に応じた設
備・施設の改善

・	本人の意欲・資質・成果に応じ、障がい者雇用から総合職等へ
の職種転換の機会を提供

・	2024年度より、チャレンジドメンバーが運営する社内カフェをオープンし、コミュニケーションの活性化につ
ながっています。

多様な働き方を支える諸制度

■ 育児との両立
妊娠・出産時の「産前・産後休暇」「配偶者出産休暇」
や、育児期間中の「育児休職」「育児エントリー休暇」「育
児サービス費用補助」等に加え、男性の育児参画を促す
ため「朝日イクメン・イクボスプロジェクト」を展開して
います。
また、復職後の「仕事と家庭の両立に対する不安の解
消」や、「将来のキャリアアップへの意識醸成」を目的とし
た「育休復職支援プログラム」を新規導入しました。

■ 介護との両立
「介護休暇」「短時間勤務制度」「ジョブ・トライ・シス
テム(勤務地希望)」のほか、相談窓口を設置しています。

■ 治療との両立
がんや不妊症、障がい等による通院を対象とした「ライフサポート特別休暇」を制定しています。

障がい者雇用率 2.41%

（注）	 2025年4月1日時点。

■育児休職取得者の声

大阪統括支社　梶山 翔生

出産予定日が繁忙期でしたが、
妻子の入院中に業務の引継ぎ
を行うことで、退院にあわせ
て育休を取得することができ
ました。育休期間は、育児は
もちろん、すべての家事を行
い、育児の大変さと幸せを妻
とともに分かち合うことができました。妻からは、
「産後の感謝は一生もの」と言ってもらい、育休を
取得してよかったと実感しています。

仕事と子育てを両立できる環境整備へ
の取組みが評価され、2019年に3回目の
「くるみんマーク」を取得しました。

仕事と介護を両立できる環境整備への
取組みにより「トモニンマーク」を取得し
ました。

従業員が長く働き続けることができる環境整備を進めています

区分
男女の賃金の差異

営業職員 職員 総計

正規職員 105.3％ 50.7％ 37.7％

うち管理職 － 88.7％ 88.7％

うち非管理職 － 62.8％ 62.8％

非正規職員 － 55.9％ 55.9％

全従業員 105.3％ 50.4％ 38.7％

（注）	 2024年度の男性賃金に対する女性の賃金割合。

社内カフェ「CRANE CAFE」
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採用・人財ポートフォリオ
人的資本の最大化に向けた最適な人財ポートフォリオを策定するために、採用手法の多様化や特定分野の専門性
の高い知識・スキルを有する専門人財育成に取り組んでいます。

採用に向けた取組み
学生を対象に対面形式でオープン・カンパニーを開催し、グループワークや職員との座談会を通じて仕事内容や
朝日生命への理解促進を図っています。またメタバース空間を活用したオンラインイベントを開催し、匿名でアバ
ターとして参加することで対面よりも気軽に職員と交流できる場を設けまし
た。
選考では、応募者の利便性を考慮し、対面とオンラインで実施しており、
内定後は、自身の価値観を知るワーク、コミュニケーション力を高めるワー
ク等、入社前教育にも注力しています。
また、人生100年時代を迎え変化の激しい時代において、新たなチャネル
展開やDXを推進するなかで、専門性の高い職務の経験者採用も積極的に実
施しています。

入社時研修
入社後に実施する6カ月間の集合研修では、ビジネスマナーや生命保険会社に勤務するうえで必要な基本的知識を
習得し、実践的な研修機会を通じてお客様対応力やマネジメントスキル、コンサルティングスキルの向上を図りま
す。6カ月間という長期間の研修と配属後の丁寧なOJTフォローを通じ、職員の能力と可能性を最大限に引き出しま
す。
（注）	対象：入社1年目総合職（全国型・ブロック型）。

■ 2025年度の研修プログラム

4月 5月 6月 7月 8月 9月

机上研修
営業力醸成実習
営業所実習

机上研修 総仕上げ研修

●ビジネスマナー
●生命保険の基礎知識
●当社の歴史
●経営理念の理解
●会社組織の理解
●当社商品の理解
●ビジネス文書

●営業スキル・
　マインドの醸成
●社会人マナーの実践
●折衝力の醸成
●基盤開拓力の醸成
●コンサルティング
　営業の実践
●法人基盤開拓研修

●営業所業務運営の理解
●新契約・保全実務
●営業支援・コーチング
●コミュニケーション
●達成感・責任感の醸成

●ロジカルシンキング
●知識・スキル再確認
●ロールプレイング
●スピーチ・伝える力
●業務知識
●コンプライアンス強化

●プレゼンスキル
●OAスキル
●税務・会計・運用知識
●人権研修

●リーダーシップ
●チームビルディング
●ダイバーシティ意識
　の醸成
●個人保険販売知識

等 等 等 等

キャリア自律を支援する人財育成コース
職員が自律的にキャリアビジョンを考え、その実現に向けて新たな分野に積極的にチャレンジし、視野の拡大や
キャリア形成を通じて成長することを支援しています。
・	営業所長キャリア支援コース
・	キャリアパス支援コース
・	資産運用人財育成コース
・	DX人財育成コース

・	グローバル人財育成コース
・	法務人財育成コース
・	アカウンティング人財育成コース

メタバース採用イベント

ジョブ・トライ・システム（社内公募制度）
ジョブ・トライ・システムは、職員が自ら職務（ジョブ）、役職（ポスト）、勤務地（プレイス）を選び応募すること
ができる社内公募制度です。本制度は、主体的な挑戦を通じて視野を広げ、キャリア形成を支援することを目的と
し、職員エンゲージメントの向上や人財育成を推進しています。

朝日生命グループの人財活躍推進
若手・中堅層が当社や朝日生命グループの持続的成長をけん引する人財として活躍することを目的に、グループ 

会社人財育成プログラムを展開しています。各社公募で集まったメンバーを対象に事業戦略立案スキル、プレゼン
テーションスキル、マーケティング思考力の向上等をテーマにした集合研修を行いました。
また、朝日生命グループ会社間で人財交流（出向）を図ることで、グループとしての人財活躍を推進しています。

■人財育成コース登用者の声

営業所長キャリア支援コース

仙台支社　営業所長
大澤 源一郎

（入社6年目）

同期で一番の所長になりたい
という思いがあり応募しまし
た。営業所長は営業職員と目
標を共有しながら達成に向け
一緒になって努力することのできる、素晴らし
い職種だと思います。同じ志の仲間と切磋琢磨
できる環境があり、営業所長を目指す同期や先
輩・後輩たちと研修や意見交換の場で、目標や
悩みを話し合い、好事例は共有し、つらい時は
励まし合う仲間ができました。

グローバル人財育成コース

海外事業部
越智 日向子

（入社5年目）

入社当初より海外に興味が
あり、いつか関わることが
できたらと思っていました。
留学経験はなく英語に自信
はなかったものの、キャリアを考えるうえで幅広
く経験を積んでいきたいと思い応募しました。
日ごろから英語を活用し、グローバル規模で商品
開発やマーケティング、海外企業への出資の検討
等、さまざまな経験を積む機会に恵まれ、毎日が
充実しています。

ジョブ・トライ・システム
応募者数 258名

（注）	 2024年度実績。
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健康経営の推進
従業員への責任として「健康経営®の推進」を経営課題と位置づけ、中期経営計画「ネクストA」に掲げる人的資本価
値向上の下支えとして、全職員の心身の健康増進による生産性・エンゲージメント向上に向けた健康経営を推進し
ています。
「健康経営宣言」に基づく取組方針のもと、「中央衛生委員会」を中心に、朝日生命健康保険組合・労働組合とも連携
して、毎年「健康増進等に関する実施計画」を策定し、従業員の健康づくりやメンタルヘルス対策等の健康増進に関
する対策に取り組んでいます。
（注）	「健康経営®」はNPO法人健康経営研究会の登録商標です。

健康経営宣言
当社は「お客様」「社会」「従業員」に対する責任を果たしていくことを企業活動のベースとする、「まごころの奉仕」を
基本理念として掲げ、生命保険事業を通じて、お客様の健康・医療に貢献するとともに、従業員自身の健康を重視
し、以下の取組方針のもと「健康経営」を推進します。

健康経営推進体制
中央衛生委員会を中心とした労働衛生管理体制のも
と、関係各部が横断的に連携し、従業員の健康に関する
さまざまな対策に取り組んでいます。中央衛生委員会で
審議・調整した健康増進計画や評価等については経営会
議で報告し、健康経営を推進しています。
また、全社で施策を効果的に実施するため、各部・支
社に健康増進担当者を置き、健診等の受診勧奨や進捗管
理を通じて、一人ひとりの健康づくりを支えています。

健康増進等に関する実施計画
毎年、健康にかかる課題を検討し、「健康増進等に関す
る実施計画」を策定しています。
特に、健康の基本である疾病の予防や早期発見による
重症化予防等を当社の重点課題と捉え、受診率等の数値
目標を設定しています。従業員の一人ひとりが自ら健康
意識を高め、主体性を持って健康づくりができるよう各
対策に取り組んでいます。

2022年度 2023年度 2024年度
特定保健指導の推進（70％）

実施率 75.3% 73.7% 70.9%
一次健診・二次検診（至急者）の完全実施

一次健診受診率 100.0% 100.0% 100.0%
二次検診（至急者）受診率 100.0% 100.0% 100.0%

ストレスチェックの実施（100％）
受検率 100.0% 100.0% 100.0%

１．お客様への貢献
生命保険事業を通じて、お客様の健康と医療に貢献します。「お客様の“生きる”を支え続ける」会社として、お客様の

豊かな生活を支援し、より健康な社会の実現に貢献します。

２．健康づくりの推進
従業員一人ひとりの健康づくりを積極的に推進します。従業員の健康意識を高めるとともに、健康増進計画に基づい

た、健康管理、健康教育の推進、生活習慣病予防やメンタルヘルス対策等に取り組みます。

３．働きやすい職場環境の整備
働きやすい職場環境を構築します。ウェルビーイングの考え方を採り入れた職場づくりに取り組み、エンゲージメン

ト向上を通じた、従業員一人ひとりのレベルアップによる人的資本価値の最大化を図ります。

中央衛生委員会

事務局・産業医 労働組合健康保険組合
連携 連携

計画・評価等を報告

経 営 会 議

本社衛生委員会
（四谷・多摩本社）

各部・支社管理監督者
健康増進担当者 各支社衛生委員会

従　業　員

各施策の進捗管理

各施策の連絡・指示

通知・連絡・指示 通知・連絡・指示

通知・連絡・指示 通知・連絡・指示

代表取締役社長

主な取組み

■ 朝日生命健康保険組合との連携
疾病の早期発見
全従業員の定期健康診断の受診および定期健康診断の有所見者（特に、精密検査・治療が必要と判断される者）に
対する「二次検診」受診の徹底、5大がん検診（胃がん・大腸がん・肺がん・乳がん・子宮頸がん）の受診勧奨等を通じ、
疾病の早期発見・早期治療につなげています。また、従業員向け「健康ポータル」を導入し、健診結果や健康情報等
を一元管理して閲覧を容易にすることで、従業員の健康意識向上を図っています。
生活習慣改善による疾病予防
定期健康診断結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活習慣の改善により予防効果が多く期待できる従業
員に対して、オンライン面談を活用した指導プログラムを導入する等、特定保健指導を積極的に推進しています。
メンタルヘルス対策
メンタル不調防止に向け、定期的なストレス関連情報の提供や社内外相談窓口等の利用勧奨を行っています。加
えて、自身のスマホ等で気軽に利用できるAIメンタルチェックサービスを導入し、ストレス軽減等メンタルヘルス
向上に向けたセルフケアを促進しています。
糖尿病重症化予防対策
糖尿病の重症化リスクのある従業員を対象に、生活の質（QOL）の維持・向上を目的として、朝日生命成人病研究
所を中心とした医療機関等と連携し、「糖尿病重症化予防プログラム」を実施しています。
禁煙の推進(毎月2・12・22日）
毎月2のつく日を「禁煙推進日」とし、禁煙に関するニュースを配信する等、禁煙の啓発活動
を積極的に行っています。
産業保健師等のアドバイスを受けながら禁煙を目指すキャンペーンを実施し、禁煙希望者を
サポートしています。
健康増進アプリ「kencom」を活用した「みんなで歩活（あるかつ）」
日常の生活に「歩く」をプラスし、運動習慣の定着を目的として、職場の同僚や家族とチーム
をつくってイベント期間中の合計歩数を競い合う「みんなで歩活」を開催しています。

■ 公益財団法人 朝日生命成人病研究所との連携
当研究所との永年の関係を活かし、附属医院の医師等による社内
セミナーを通じて、従業員の健康知識の向上、健康意識の醸成を
図っています。2024年度は、「がんや心血管疾患予防」のために、生
活習慣病改善に向けた食生活や運動等の具体的な取り組みについ
て、セミナーを開催しました。

■�「健康経営優良法人2025 ～
ホワイト500 ～」に認定
経済産業省および日本健康会
議が主催する「健康経営優良法
人（大規模法人部門～ホワイト
500～）」に7年連続で認定され
ました。

■�「スポーツエールカンパニー
2025」に認定
スポーツ庁から、従業員の健
康増進のためにスポーツの実施
に向けた積極的な取組みを行っ
ている企業として評価されまし
た。

■�令和6年度「東京都スポーツ
推進企業」に認定
東京都から、従業員のスポー
ツ活動の促進に向けた取組みや
スポーツ分野における支援を実
施している企業として評価され
ました。
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人権

当社は、生命保険事業が社会保障制度とともに社会を支えていく重要な使命を担っており、事業活動そのものが
企業としての社会的責任を果たす重要な活動であるとの認識のもと、「お客様」「社会」「従業員」に対する責任を果たし
ていくことを企業活動のベースとする「まごころの奉仕」を基本理念として掲げています。
1996年には、良き企業市民としてあらゆる差別を絶対に容認しないという当社の人権尊重への取組みの決意を表
すものとして、「人権に関する宣言」を発しました。
さらに当社は、あらゆるステークホルダーの人権尊重を推進するために、当社の「人権に関する宣言」で決意した
内容を包含する「朝日生命グループ人権方針※」を2023年4月に制定しました。
朝日生命グループは引き続き、人権尊重の取組みを通じて、人権文化の創造に努めていきます。

■ 人権デュー・ディリジェンス
当社は、「朝日生命グループ人権方針」に則り、人権デュー・ディリジェンスを実施しています。
これは、事業活動における人権への負の影響（顕在的・潜在的な人権リスク）を特定・評価し、防止・軽減を継続
的に図る取組みです。この取組みを継続的に実施していくことで、人権の尊重と持続的な事業の成長に努めていき
ます。
人権デュー・ディリジェンスの実施にあたっては、当社が抱える人権リスクの調査を行い、特定された人権リス
クのうち重点課題を中心に取組みを行っています。

主なリスク 対応策 主なステークホルダー

サプライチェーン
上の人権問題

「取引活動におけるガイドライン※」を制定し、人権尊重に関
連する領域を含めた委託先の各種取組状況について、「人権
尊重の取組み確認シート」を通じて確認を進めています。
2024年度には、一部グループ会社でも同様の確認を開始し
ています。
なお、確認を行ったすべての委託先から当社「取引活動にお
けるガイドライン」への賛同を得ています。

お客様
ビジネスパートナー

ハラスメント

ハラスメント相談窓口において安心して相談できる環境を
整え、相談者の秘密保持や不利益な取扱いを受けないよう
注意を払うとともに、迅速かつ適切な対応を行っています。
2024年度には、「社外相談窓口」を設置し、さらなる環境整
備を図っています。また、「外部からの相談窓口」を設置し、
業務委託先やその他のお取引様等の役員・従業員の方から
の相談も受け付けています。

ビジネスパートナー
役員・従業員

広告宣伝における
差別的表現

当社募集資料作成ガイドラインにおいて、人権への配慮に
欠いた差別的表現等を排除するよう、教育資料を作成する
とともに、社内のチェック体制を整備しました。
なお、教育資料については、グループ会社にも提供してい
ます。

お客様
ビジネスパートナー

※	「朝日生命グループ人権方針」および「取引活動におけるガイドライン」については当社ホームページをご覧ください。
	 https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/jinken.html

■ 推進体制
人権啓発推進委員会
「朝日生命グループ人権方針」ならびに「コンプライアンス遵守規準」を踏まえ、全役職員の主体的な人権尊重行動
を促進するため、社長を委員長とする「人権啓発推進委員会」が中心となってさまざまな人権啓発活動を行ってい
ます。

ハラスメント相談窓口
人事部の人権啓発推進委員会事務局内に「ハラスメント相談窓口」を設置し、専用電話・メール・文書での相談を
受け付けています。同窓口では、安心して相談できる環境を整え、相談者の秘密保持や不利益な取扱いを受けない
よう注意を払うとともに、迅速かつ適切な対応を行っています。
また、2024年5月より、社外相談窓口を設置し、弁護士が文書による相談を受け付けており、さらなる環境整備
を図っています。

人権の尊重

■ 人権啓発への取組み
人権研修の実施
入社時研修、各層別研修、全役職員研修等を通じて、同和問題やハラスメント問題といったテーマに加え、多様
化する人権課題への対応、ハラスメント相談窓口の周知に取り組んでいます。
2023年度は「朝日生命グループ人権方針」の制定にあたって、実効性を確保するために教育用動画・DVDを作成
し、グループ会社を含めたすべての従業員に研修を実施しました。

Myじんけん宣言
法務省による「Myじんけん宣言」プロジェクトの趣旨に賛同し、誰もが
人権を尊重し合う社会の実現を目指し、人権尊重の取組みを推進してい
ます。

人権啓発標語の取組み
全役職員の人権意識の醸成を目的として、毎年、人権啓発標語を募集し、優秀作品に対して表彰を行うとともに、
ポスターを全事業所に掲示しています。

相談の概要（フローイメージ）

■相談の概要

人権・ハラスメント等に
関する相談

相談窓口
（社内）

相談窓口
（社外）

受付窓口

人事部人権啓発推進委員会事務局

外部の弁護士
（郵送のみ受付）

対応者

さらに、当社では職員等から不正行為の通報を受け付ける内部通報制度を運用し、事前確認の認識等を踏まえ、必要に
応じて是正措置を講じています。
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コンプライアンス

コンプライアンス（法令等遵守）

基本方針・遵守規準等
全役職員が遵守すべき基本方針および遵守すべき規準として、それぞれ「コンプライアンス基本方針」および「コ
ンプライアンス遵守規準」を制定しています。これらは、「コンプライアンスマニュアル」への掲載や研修等により周
知・徹底しており、全役職員がその趣旨・内容を踏まえて、業務を遂行しています。
また、コンプライアンスの実行計画である「コンプライアンスプログラム」を策定し、その推進状況を定期的に検
証すること等により、より高度なコンプライアンス態勢を目指した取組みを行っています。

組織・体制
社長を議長、経営会議メンバーおよび社外弁護士を構成員とする「コンプライアンス会議」において、社外弁護士
からの専門的な意見等を得ながら、経営の最重要課題の一つであるコンプライアンスについての協議を行っていま
す。また、コンプライアンスの統括部署である「コンプライアンス統括部」が、コンプライアンスに関する具体的な
施策を推進しています。
本社各部署、各統括支社・支社に
おいては、各組織のコンプライアン
ス推進の責任者として「遵守責任者」
「遵守推進者」を任命し、コンプライ
アンスの徹底を図っています。ま
た、「コンプライアンス統括部」に配
置した「シニアコンプライアンス・
オフィサー」が各組織によるコンプ
ライアンス推進状況の確認や改善指
導を行うことで、コンプライアンス
態勢を強化しています。さらに、内
部監査部は、各支社・営業所のコン
プライアンス態勢を検証し、改善指
導を実施しています。

内部通報制度
職員等から不正行為の通報を受け付ける内部通報制度を運用し、事実確認の調査等を踏まえ、必要に応じて是正
措置を講じています。社内相談窓口はコンプライアンス統括部に設置し、社外相談窓口については、弁護士が文書
にて相談を受け付け、当社に事実確認の調査等の対応を指示します。また、通報者が通報することにより不利益を
被ることがないよう、通報者保護の規定を設け、安心して通報・相談を行える環境整備に取り組んでいます。
さらに、職員等からのハラスメント相談を受け付ける

「ハラスメント相談窓口※」を設置し、人権侵害の救済・是
正を行っています。
※	詳細はホームページをご覧ください。
	 https://www.asahi-life.co.jp/company/csr/jinken.html

教育・研修
コンプライアンスに関する基本方針、その推進体制および具体的な事例解説等を掲載した「コンプライアンスマ
ニュアル」を作成し、全役職員が業務を遂行する際に参照しています。
また、全役職員にデータセキュリティ・個人情報保護も含むコンプライアンスに関する確認テストを毎月実施し
ています。さらに、会議、研修等を通して、コンプライアンスに関する教育や知識付与を行い、コンプライアンス
の推進・徹底に向け、積極的に取り組んでいます。

マネー・ローンダリング、テロ資金供与対策
「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関する管理規程」を定め、取引時確認や疑わしい取引の届出の
実施等、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与を防止するための対策に取り組んでいます。

情報資産を適切に保護するための管理態勢
「個人情報の保護に関する法律」「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」をは
じめとする関連法令等を踏まえ、お客様情報・個人情報・特定個人情報の保護態勢を確立し、厳正な取扱いを推進
しています。
また、情報資産を適切に保護するための基本方針である「セキュリティポリシー」に基づき、健全かつ適切な管理
運営態勢の確立に努めています。

お客様情報の管理態勢
「最重要情報資産」であるお客様に関する情報の取扱いに関しては、「コンプライアンス遵守規準」において適切かつ
厳正な情報管理をすることを定め、お客様情報・個人情報・特定個人情報の保護の強化を図っており、社内インフ
ラの整備をはじめ、定期的な社内検査・監査の実施および教育・啓発活動等を通じて、お客様に関する情報管理の
徹底を図っています。
また、「お客様情報・個人情報・特定個人情報の保護に関する規程」により、お客様情報等の保護に対する責務と役
割の明確化、社内の安全管理措置の整備・推進等を図っています。あわせて、「個人情報保護方針」をホームページに
て公表しています。

代表取締役専務執行役員
リスク管理統括部 コンプライアンス統括部担当

池
い け だ

田 健
 けんいち

一

コンプライアンスを全役職員に定着さ
せることで企業文化としての定着化を
図り、お客様や社会からの信頼にお応
えしていきます

ガバナンス

取締役会

経営会議

支社・営業所、子会社等

本社各部

コンプライアンス統括部

監査役会

内
部
監
査
部

コンプライアンス会議

事故防止
委員会

情報資産保護
強化委員会

懲戒
委員会

反社会的勢力
対策委員会

保険募集
管理委員会

通 報 者
内部通報相談窓口

全役職員
（実質子会社含む）

退職者 等

内部通報システムが
有効に機能しているか
検証社内設置窓口

（コンプライアンス統括部内）

社外設置窓口
（弁護士）

経営から独立した機関

監 査 役（会）

経 営 層

取締役会

経営会議

コンプライアンス会議

通報・相談受付件数（2024年度）
内部通報相談窓口 ハラスメント相談窓口

150件 149件
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リスク管理

リスクアペタイト（リスク選好方針）
中期経営計画ならびに年度ごとの総合経営計画に基づき、経営戦略目標の達成に向けて、定性・定量の両面から

「収益獲得のために許容するリスク」と「財務の健全性確保に向けて削減するリスク」の方針=リスクアペタイト（リス
ク選好方針）を定め、当該方針に基づき適切なリスクテイク・リスクコントロールを行っています。

統合的リスク管理（ERM）の取組み
将来にわたる財務の健全性の確保および収益の向上を図るため、会社全体のリスクを統合的に管理する統合的リ
スク管理（ERM：Enterprise Risk Management）を推進しています。
具体的には、リスクアペタイト（リスク選好方針）に基づきリスク管理上の指標を設定し、定性的、定量的に管
理・評価のうえ課題を認識し、リスクの重要度に応じた対応策を実施しています。
また、これらの実施状況を踏まえた経営リスクと自己資本等の評価を自ら行う「ORSA（Own Risk and Solvency 

Assessment：リスクとソルベンシーの自己評価）」を導入し、経営戦略と一体となったリスク管理の実践を進めてい
ます。
定性面の管理では、既に発生したリスクに、各所属がCSA（Control Self Assessment：内部統制活動の自己評価）

の取組みを通じて洗い出した潜在的なリスクを加えたうえ、当社のリスクプロファイル（保有リスクの特性）として
取りまとめ、経営管理上の重要なリスクを特定し、予兆分析等を通じて、リスクの早期把握と抑制に努めています。
定量面の管理では、経済価値ベースと現行会計ベースの両面から自己資本（サープラス）の充実度を評価していま
す。経済価値ベースでは、将来の資産と負債の差額に基づくサープラスの変動をリスクとして捉え、これらを定量
化した統合リスク量に対する現在のサープラスの充実度（ESR：Economic Solvency Ratio）を把握・管理するととも
に、目標水準を設定のうえ、安定的なESR水準の確保に努めています。
また、現行会計ベースでは、金融市場の悪化や死亡率・給付率等の悪化等により、ある一定の確率のもとで1年間
に生じ得る会社全体の最大損失額である統合リスク量を測定し、統合リスク量と自己資本等の経営体力とを対比す
ることで、資産・負債戦略やリスク・リターン戦略の適切性の確認に活用しています。

ALMの取組み
当社においては、資産・負債の総合的な管理（ALM）として、負債特性に応じた区分ごとに、資産運用方針・リス
ク管理方針を策定し、その方針に基づく運用状況・リスク管理状況を確認しています。また、保有する資産を生命
保険契約の負債特性に適合させることを考慮し、国内公社債・貸付金等の円金利資産をポートフォリオの中核に据
えています。国内公社債は主に「責任準備金対応債券」に区分して償却原価法による評価を行い、金利変動による影
響を軽減するよう努めています。

ストレステストの実施
ストレステストとは、金融市場の大幅な変化等により当社の資産運用ポートフォリオの時価・損益が悪化するシ
ナリオや、大地震等の発生により保険金等のお支払いが増加し、損益が悪化するシナリオを想定し、財務の健全性
に与える影響を把握・分析する手法であり、統計的なリスク計測手法を補完するものと位置づけています。ストレ
ステストの結果は経営会議等に定期的に報告され、必要に応じて経営上または財務上の対応の検討に活用していま
す。また、資産運用リスクのストレステストについては、資産運用計画の検証やヘッジ対応方針の策定等にも活用
しています。
なお、発生する確率は非常に低いものの、発生した場合には巨大な損失等をもたらすストレス事象を把握する観
点から、リスクプロファイルに基づくリスク事象についてストレステストを実施し、財務の健全性に相応の影響を
与えるシナリオを特定するとともに、その影響額を経営会議等に報告しています。

リスク管理体制
基本的な考え方
生命保険会社を取り巻く経営環境は絶えず変化しています。その中で、さまざまなリスクを的確に把握し、適切
かつ厳格に管理することで、財務の健全性の確保および収益の向上を通じて、企業価値を増大させていくことが極
めて重要です。当社では、長期にわたる生命保険契約上の責務を確実に遂行するため、リスク管理を経営の最重要
課題の一つとして位置づけ、リスク管理体制の整備・強化に努めています。

リスク管理体制
当社では、経営戦略目標の達成に向けて、グループ全体が管理するリスクについて網羅的に特定し、特定したリ
スクを適切に管理するための方針として、「リスク管理の基本方針」を取締役会で定めています。
この基本方針では、グループ全体が直面するリスクの種類・所在を特定したうえで、それぞれのリスクに対する
管理手法等を定めています。
当社の各業務執行部署は、リスクごとの基本方針、規程等に従い、所管業務に内在するリスクを適切に管理して
いくとともに、各リスク管理部署は、グループ全体のリスクの状況について定期的なモニタリングや検証等、適切
なリスク管理に努めています。
また、グループ事業の拡大を踏まえ、保険グループコンプライアンス・リスク管理会議等を通じたグループベー
スのリスク管理体制の整備を推進しています。
さらに、各リスクは、それぞれが独立的ではなく、相互に関連して影響を及ぼすことがあることから、リスク全
体を統合的に管理するリスク管理統括部が、グループ全体のリスクを定性的・定量的に管理しています。
リスク管理の状況は、定期的に経営会議、取締役会に報告され、内部監査部が、リスク管理の仕組みの適切性、
実効性について監査を行っています。

リスク管理体制概要

取締役会

経営会議

会

計

監

査

人

支社・営業所、子会社等

本社各部

リスク管理部署

保険計理人 監査役会

内

部

監

査

部

ERM会議 ICT
ガバナンス
委員会

総合災害
対策
委員会

コンプライアンス会議

不　祥
事　故
リスク

信　用
リスク

不動産
投　資
リスク

市　場
関　連
リスク

保　険
引　受
リスク

流動性
リスク

資産運用リスク オペレーショナル・リスク

システム
リスク

災害等
リスク

評　判
リスク

法　務
リスク

情　報
漏えい
リスク

事　務
リスク

統合的リスク管理
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リスク管理

②信用リスク
信用リスクとは、信用供与先の財務状況の悪化等によ
り、保有資産の価値が減少し、損失を被るリスクのこと
をいいます。
当社では、投融資案件の審査の実効性を確保するた
め、投融資執行部から独立したリスク管理統括部による
事前の厳正な審査、事後のフォロー等を実施する体制を

敷いています。信用リスクの適切な管理に資する対応と
して、取引先の信用度に応じた社内信用格付の付与や、
過度な与信集中を回避するための与信ガイドラインの設
定等を行っています。また、信用リスク量をVaR法を用
いて計量化し、リスク量が許容範囲内に収まるようコン
トロールしています。

③不動産投資リスク
不動産投資リスクとは、賃貸料の変動等を要因として
不動産にかかる収益が減少すること、または市況の変化
等を要因として不動産価格が下落することにより、不動
産価値が減少し、損失を被るリスクのことをいいます。
当社では、個々の不動産投資について、最低投資利回
りを設定し安定的な収益確保に努めるとともに、取得な

らびに売却時には投資執行部から独立したリスク管理統
括部が、事業計画や価格の妥当性等の観点から厳格な審
査を実施しています。また、投資利回り・賃貸料収入・
入居率・不動産の含み損益等の定期的な把握、VaR法に
よるリスク量の把握等、不動産投資リスクの適切な管理
に資する対応を図っています。

■ 4オペレーショナル・リスク
①事務リスク
事務リスクとは、役職員が正確な事務を怠る、あるいは
事故・不正等を起こすことにより、損失を被るリスクをい
います。
当社では、各事務所管部署が、各種の規程、事務マ
ニュアルの作成・改訂を適切に行うとともに、事務知識
の教育を徹底することにより、正確な事務処理の推進と
事務リスクの軽減に努めています。

また、事務取扱新設・変更時には、関係部署が重層的
にチェックを行う内部検証体制を構築し、事務品質の維
持・向上を図っています。
リスク管理統括部は、各事務所管部署のリスク管理状
況のモニタリングを行い、さらに、内部監査部による監
査もあわせて行うことにより、全社的な事務リスク管理
を行っています。

②システムリスク
システムリスクとは、災害によるシステムダウン、シ
ステムの故障・誤動作、サイバーセキュリティ事案やコ
ンピュータの不正使用等によって、システムが正常に稼
動せず、会社が損失を被るリスクをいいます。当社で
は、システム障害の未然防止と障害発生時の損失極小化
の両面においてシステムリスク管理体制を構築していま
す。障害の未然防止としては、セキュリティポリシーに
則ってシステムの設計・開発・運用のプロセスをそれぞ
れルール化しています。
また、開発部門と運用部門の役割を明確に分離し、相
互牽制機能が働く体制とするとともに、内部システム監
査と外部システム監査により検証・確認を行い、実効性
を確保しています。一方、障害対策としては、障害発生
時の影響と損害を最小限にするためにコンティンジェ
ンシープラン（危機管理計画）や迅速な回復を目的とした
レジリエンス対策マニュアルを作成し、社内報告体制を

明確にするとともに、システム障害発生時の緊急対応策
として、重要な機器については二重化しています。さら
に、大地震等の発生によるコンピュータシステムの稼動
停止に備え、重要なシステムについては、バックアップ
システムを別の地域に設けて、危機発生時にもシステム
稼動が可能な体制としています。
また、サイバー攻撃の手口は年々高度化・巧妙化し増
加傾向にあることから、サイバー攻撃の未然防止や攻撃
を受けた際の影響の極小化と迅速な復旧に向け、子会社
等も含めセキュリティ対策の技術的な高度化を図るとと
もに、CSIRT※設置・教育訓練等の体制面の強化・各種
規程／マニュアル類の見直しに継続的に努めています。
※	CS IRT（シーサート、Computer Security Incident Response 
Team）：サイバーセキュリティに関する調査、対応を行う社内横断的
な専門組織（機能）。

各リスク管理の取組み

■ 1保険引受リスク
保険引受リスクとは、経済情勢や保険事故の発生率等
が保険料率設定時の予測に反して変動することにより、
損失を被るリスクのことをいいます。当社では、市場動
向を踏まえた慎重な利率設定や十分なデータに基づく保
険事故発生率の設定により保険料水準を適切に設定する
とともに、商品販売後においても定期的に損益状況等を
モニタリングする等、リスクを早期に把握・分析し、分
析結果に応じた対応策を講じることにより、将来にわ
たって保険金等のお支払いが確実に遂行できるよう支払
能力の確保に努めています。
具体的には、商品開発時において、設定された料率等
に対する妥当性の検証を開発部門とは独立したリスク管
理統括部が行い、適切な保険料設定となっていることを
確認しています。また、商品販売後においては、リスク

管理統括部が中心となって、定期的に保険事故発生率の
分析等を踏まえた商品別の損益分析を行っており、とり
わけ、開発後間もない新しい保障内容の第三分野保険に
関する保険事故発生率等に対しては、リスクの顕在化を
早期に把握できるようモニタリングを実施しています。
これらの分析においてリスクの顕在化が見られる場合に
は、関係部署と連携して適切な対応を図ることとしてい
ます。
さらに、再保険の活用に関しては、出再先の格付の状
況が一定水準以上であること、危険差損益の発生状況等
から出再する保険金額について適切な水準とすること
等、再保険に関する管理方針を定め、再保険管理部署か
ら独立したリスク管理統括部が、その遵守状況を確認し
ています。

■ 2流動性リスク
流動性リスクとは、資金流出により資金繰りが悪化し、
資金の確保のため通常よりも著しく低い価格での資産の
売却を余儀なくされる、あるいは市場の混乱等により通
常の取引を行えない等の理由により損失を被るリスクの
ことをいいます。
当社の資産ポートフォリオは、有価証券等の流動性
の高い資産を中心に構成されており、潤沢な流動性を確

保しています。また、想定外の資金流出にも対応可能と
なるよう、運用資産のキャッシュ化可能期間を定期的に
把握し、一定基準以上の流動性資産を常に確保するとと
もに、低流動性資産の保有限度額を設定し、資産ポート
フォリオ・資金流出入の状況について、定期的にモニ
タリングしています。

■ 3資産運用リスク
資産運用リスクとは、保有する資産・負債の価値が変
動し、損失を被るリスクであり、市場関連リスク、信用
リスク、不動産投資リスクに大別されます。
当社では、ポートフォリオ全体のリスク量が許容範囲

を超過しないようモニタリングを実施しています。ま
た、各資産のリスク特性に応じて個別に諸規程を定めた
うえで、リスク量、ポジション等を定期的にモニタリン
グする管理体制を整備しています。

①市場関連リスク
市場関連リスクとは、株価、為替、金利等の市場のリ
スクファクター（リスク要因）の変動により、保有資産
の価値が減少し、損失を被るリスクのことをいいます。
当社では、有価証券等のリスク量をVaR法※を用いて

計量化し、リスク量の統合的な把握を行うとともに、リ
スクリミット（リスク量の管理枠）を設定し、リスク量が
許容範囲内に収まるようコントロールしています。ま

た、リスクファクターの変動が当社の経営指標へ及ぼす
影響を把握・分析するストレステストや感応度分析を定
期的に実施し、市場関連リスクの適切な管理に努めてい
ます。
※	VaR（バリュー・アット・リスク）法：一定期間に一定確率で起こる予
想最大損失額を統計学的な方法により計測する手法。
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リスク管理 コーポレートガバナンス

コーポレートガバナンス
コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、生命保険事業が社会保障制度とともに社会を支えていく重要な使命を担っており、事業活動そのものが
企業としての社会的責任を果たす重要な活動であるとの認識のもと、「お客様」「社会」「従業員」に対する責任を果たし
ていくことを企業活動のベースとする「まごころの奉仕」を基本理念として掲げています。
当社は、基本理念のもと、持続可能な社会の実現に貢献するサステナビリティ経営を推進し、各ステークホル
ダーとの適切な協働に努めるとともに、当社の健全性を維持しつつ、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行う
ため、実効的なコーポレートガバナンスの実現に取り組むこととしています。

コーポレートガバナンス体制の概要
当社は、相互会社組織とし、社員となるご契約者一人ひとりが会社を構成しています。また、最高意思決定機関
として、社員総会に代わるべき機関として総代会を置き、社員の中から選出された総代でこれを構成しています。
また、保険業法上の機関設計として監査役会設置会社を選択し、取締役会が、会社経営の基本事項を決定すると
ともに取締役の職務の執行を監督し、監査役が、社員からの負託を受けた独立の機関として取締役の職務の執行を
監査しています。

経営組織機構

ご契約者（社員）

総代会

経営会議

取締役会
監査役会

監査役

内部監査局長

執行役員会議

ご契約者懇談会

指名・報酬委員会

保険計理人

評議員会

会　議

委員会

③災害等リスク
災害等リスクとは、大地震（付随する津波を含む）、こ
れに準ずる自然災害（台風・豪雨・火災等）および人為的
な災害（テロ・戦争・武力攻撃事態を含む）の発生により
店舗・従業員が被災する、または新型インフルエンザ等
の流行に伴い、従業員が罹患することにより、通常業務
が行えなくなることでサービスの質が低下し、有形・無
形の損失を被るリスクをいいます。
当社では、生命保険会社としての社会的使命を全う
するための業務継続体制（BCM：Business Continuity 
Management）の強化に努めています。具体的には、大
地震等の災害や新型インフルエンザ等の発生等の不

測の事態に備え、「業務継続計画」等のBCP（Business 
Continuity Plan）関係規程を策定し、保険金等の支払い
等の重要業務を継続するための対策を講じるとともに、
各種訓練を行い、BCPの習熟と実効性の検証を行ってい
ます。なお、大規模な災害等が発生した場合には、社長
を本部長とする総合災害対策本部を設置し、各種対策を
迅速に実施する体制としています。
さらに、大規模災害発生時における業務継続体制の強
化を図るため、「大阪事務センター」「福岡総合サービス
センター」を開設し、「保険金等の支払業務」「コールセン
ター業務」等の業務を分散化しています。

④評判リスク
評判リスクとは、お客様および世間において、マスコ
ミやインターネット等の媒体を通じて、経営内容等につ
いて意図せざる風評が起きることにより、有形・無形に
かかわらず、損失を被るリスクをいいます。
当社では、評判リスクの適切な管理をさらに推進する
ため、「評判リスク管理規程」を制定し、管理体制、モニ

タリング・報告、対応方法等の明確化を図っており、こ
れに基づき、評判リスクに関する情報の収集を図り、状
況把握・検証を通じて、その発生の防止に努めるととも
に、評判リスクが発生した場合は、被害を最小限に抑え
られるように対応しています。

⑤法務リスク
法務リスクとは、法令または契約上の義務に違反して
業務を遂行すること、法令または契約上認められた権利
を適切に行使しないこと等によって、損失を被るリスク
をいいます。
当社では、「法務リスク管理規程」を制定し、本社各部
署が所管業務に関する法務リスクを適切に管理するとと
もに、コンプライアンス統括部が法務リスクを統括管理
し、本社各部署における適切な法務リスクの管理を支援

する体制としています。
具体的には、コンプライアンス統括部が一定の重要
な案件に加え、本社各部署からの依頼に基づきリーガル
チェック・リーガルアドバイスを行うほか、弁護士等の
専門家との連携、訴訟状況の把握等を行っています。
このような活動を通じて、法務リスクを的確に把握、管
理し、法務リスク顕在化の未然防止や極小化に努めていま
す。

⑥情報漏えいリスク
情報漏えいリスクとは、当社が保有するすべての情報
の漏えい・損失・不正利用・改ざん等に伴い、損失を被
るリスクをいいます。
当社では、情報漏えいリスクの発生の抑制に向け、情
報資産管理に関する部署がお客様情報を含む個人情報の
安全管理について、総合的な管理を行っています。ま
た、「情報資産保護強化委員会」を設置し、適正な情報管

理に向け取り組んでいます。
安全管理の強化に向け、各種の規程や「事務手続要領
書」の遵守および教育の徹底を図るとともに、本社各部、
支社・営業所等の管理者を通じた適正な情報資産管理を
推進しています。また、内部監査部による監査・確認を
行い、実効性を確保しています。

⑦不祥事故リスク
不祥事故リスクとは、業務上、業務外とを問わず役職
員による重大な不祥事故の発生もしくは不祥事故の増加
によって、お客様および世間からの信頼を失墜する等に
より、有形・無形の損失を被るリスクをいいます。
当社では、「事故防止委員会」を設置し、事故防止策の
策定・実施状況等を協議し、本社・支社における事故防
止策を推進しています。また、支社においては「支社コ

ンプライアンス推進会議」を開催し、事故防止に向けた
検討と取組みを行っています。
加えて、コンプライアンス統括部にシニアコンプライ
アンス・オフィサーを、各支社にコンプライアンス・オ
フィサーを配置し、連携を図りながら、事故の未然防止
に努めています。
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総代（敬称略） 2025年4月1日現在148名

○総代会に関するご意見については、書面にて下記までご送付ください。
〒160−8570　東京都新宿区四谷一丁目6番1号　朝日生命保険相互会社　総代会事務局

北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
北海道
青森県
岩手県
岩手県
宮城県
宮城県
秋田県
秋田県
山形県
福島県
福島県
福島県
茨城県
茨城県
茨城県
茨城県
栃木県
栃木県
群馬県
群馬県
群馬県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
埼玉県
千葉県
千葉県

千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
千葉県
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
東京都
神奈川県

神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
神奈川県
新潟県
新潟県
新潟県
富山県
石川県
福井県
山梨県
長野県
長野県
岐阜県
静岡県
静岡県
静岡県
静岡県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
愛知県
三重県
三重県
滋賀県
京都府
京都府
大阪府
大阪府

土　畑　雅　志
藤　田　貴　信
松　川　吉　成
雪　丸　淳　子
米　田　亜矢子
池　野　千　弦
稲　継　洋　介
藤　木　茂　美
藤　田　美　樹
茂木立　　　仁
原　口　美咲子
武　本　恵　美
小　谷　　　誠
前　田　瑠　衣
井　上　正　樹
松　島　康　晴
北　川　和　紀
三　浦　真　一
仲　林　和　宣
山　岡　靖　幸
森　本　　　豊
野　本　英　里
佐々木　敏　雄
石　原　　　隆
今　村　真理子
増　本　徹　雄
宮　﨑　浩　之
吉　川　恵　美
山　口　日出登
中　里　和　子
澁　谷　洋　平
西　山　　　恵
内　田　賢　一
松　尾　昌　子
笹　原　智　美
野　村　憲　作
上　原　　　判

大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
大阪府
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
岡山県
広島県
広島県
山口県
山口県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
鹿児島県
沖縄県

小笠原　　　亨
鈴　木　知　乃
高　島　千　景
千　葉　佳　代
刀　祢　光　夫
水　上　規　江
結　城　弘　輝
大　野　　　輔
伊　藤　淳之介
獅子内　一　義
大　友　かおり
鈴　木　真梨子
草　薙　康　平
船　木　保　美
遠　藤　正　明
小　林　志津子
佐　藤　圭　子
益　子　美代子
飯　田　初　恵
黒　澤　祐　一
平　田　郁　子
渡　邊　淳　子
稲　葉　美　紀
藤　沼　紀　彦
大　島　裕　紀
関　口　剛　史
森　　　克　洋
内　山　珠　美
小　倉　夏　子
河　井　陽　子
河　野　菊　美
高　橋　輝　夫
田　中　信　吉
福　本　寿　子
松　浦　幸　子
朝　間　史　明
小　川　美樹子

笹　井　清　範
佃　　　美　紀
寺　内　　　伸
藤　田　　　剛
松　平　弘　之
村　中　美　香
雪　田　ひろみ
渡　邉　　　光
浅　野　恵　一
石　井　敬　太
今　井　誠　司
大　橋　輝　臣
加藤木　多英子
加羽澤　光　輝
川　尻　恵理子
北　村　ゆ　み
久保田　誠　司 
小　林　敬　一
薦　田　貴　久
齋　藤　　　充
竹　村　浩　子
田　中　健　晴
田　中　直　子
時　田　隆　仁
中戸川　　　稔
中　村　公　一
野　﨑　彩　子
濱　田　　　綾
日　景　一　郎
平　本　美　穂
藤　原　憲太郎
穂　苅　裕　久
三　井　均　泰
武　藤　千　絵
山　下　良　則
横　山　秀　雄
飯　田　恵　介

後　藤　一　成
志　村　一　浩
城　詰　秀　尊
橋　本　佳代子
畠　　　俊　一
原　　　淳　子
堀　　　康　紀
本　多　初　穂
丹　羽　正　夫
三　田　元　仁
罇　　　敏　朗
小根山　千　晶
須　谷　嘉　貴
大　村　規　晃
相　生　光　晴
境　　　圭　一
西　沢　知恵美
川　崎　美　穂
赤　塚　　　稔
岩　山　靖　宏
鈴　木　千代江
平　岡　直　子
稲　森　　　薫
衛　　　　　永
岡　安　大　助
柴　田　和　仁
土　面　尋　志
古　橋　幸　長
松　島　雄一郎
安　田　枝　里
阪　﨑　文　世
直　井　　　剛
木　下　優　子
髙　畑　貴　子
米　川　和　子
遠　藤　ゆずな
奥　田　孝　雄

総代の職業・年齢別の構成� 2025年4月1日現在

職業別分布
会社員 26名（17.6％）

主婦 7名 （4.7％）

大学教授 5名 （3.4％）

言論界・
ジャーナリスト

5名 （3.4％）

弁護士・医師 7名 （4.7％）

自営業者 59名（39.9％）

会社役員 24名（16.2％）

その他 15名（10.1％）

年齢別分布
39歳以下 1名 （0.7%）

40〜 49歳 34名（23.0%）

50〜 59歳 60名（40.5%）

60〜 69歳 50名（33.8%）

70歳以上 3名 （2.0%）

社員資格取得時期別分布
2004年以前 28名（18.9%）
2005年〜 2009年 7名 （4.7%）
2010年〜 2014年 45名（30.4%）
2015年〜 2019年 48名（32.4%）
2020年〜 2024年 20名（13.5%）

地域別分布
北海道 7名 （4.7%）
東北 11名 （7.4%）
関東 64名（43.2%）
中部 22名（14.9%）
近畿 19名（12.8%）
中国 8名 （5.4%）
四国 3名 （2.0%）
九州 14名 （9.5%）

保険種類別加入状況

個
人
保
険

死
亡
保
険

定期付終身保険等 60件 （4.7%）

定期保険等 149件（11.6%）

積立型終身保険
（含積立保険） 346件（27.0%）

介護保障保険 295件（23.0%）

医療保障契約等 406件（31.6%）

生死混合保険 －

生存保険 －

個人年金保険 27件 （2.1%）

総代会
総代会の仕組みと機能
当社は、保険会社のみに認められる会社形態である相互会社組織を採っています。これは、ご契約者一人ひとり
が社員として会社を構成するというものです。したがって、当社における最高意思決定機関は、社員総会というこ
とになりますが、現実には、約181万人の社員による社員総会の開催は困難なため、保険業法の認めるところによ
り、社員総会に代わる代議制の機関として総代会を置いています。
総代会における報告事項および決議事項の主なものは次のとおりです。

報告事項：	事業報告、貸借対照表、損益計算書および基金等変動計算書の内容ならびに相互会社制度運営報告
決議事項：	剰余金の処分、社員配当金の割当て、定款の変更、総代候補者選考委員の選任、評議員の選任、取

締役・監査役の選任等

総代会における報告および決議についてのお知らせ
総代会の報告事項や決議事項を記載した総代会議案書および総代会議事録は、当社ホームページに掲載して社員

（ご契約者）の方々にお知らせしています。
また、これらの資料は、本社、統括支社および支社においても社員の皆様に閲覧いただけるようにしています。

総代の選出方法
社員（ご契約者）の中から選任された総代候補者選考委員で構成する総代候補者選考委員会が、総代候補者を選考
して推薦に関する公告を行います。社員は、候補者の中に信任を可としない者がいる場合、投票によってその意思
を表明します。各候補者は、信任を可としない投票を行った社員の数が、投票権を有する社員の10分の1に満たな
い場合に、総代として選出されます（総代へ立候補していただく制度はありません）。
この方法は、全国の多数の社員の中から地域、職業、年齢に偏りがないように総代を選考するために適している
と考えています。なお、全国各地で開催している「ご契約者懇談会」に出席いただいたご契約者から総代を選任する
等、より幅広い社員各層からの選出を行っています。

ご参考　前回（2025年4月就任）の総代候補者の選考基準
①当社の保険契約者であること
②生命保険事業に深い関心を持ち、その重要性を十分認識し、かつ総代にふさわしい見識を有していること
③当社の経営に関心を有し、総代会への出席等、総代として十分な活動が期待できること
④他社の総代に就任していないこと

総代の任期と定数
総代の任期は4年で、2年ごとに半数の改選を行います。総代の選出にあたっては広く社員（ご契約者）全体の中か
ら偏りなく選考する必要があること、一方で会議体として総代会を運営する際には、役員と総代が質疑応答を通し
て直接対話が可能な体制を整える必要があることの両面から、総代の定数を150名としています。

総代会傍聴制度
社員（ご契約者）の方々に当社の経営についてのご理解を一層深めていただくため、「総代会傍聴制度」を実施してい
ます。傍聴者については、毎年、総代会開催前（5〜 6月）に希望者を募り、総代会を傍聴していただいています。
（注）	傍聴者の資格：前年度末において1年以上有効に継続している保険契約のご契約者で、満18歳以上の方。ただし、そのご契約が総代会当日有効

に継続していること。
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第78回 定時総代会質疑応答

■ 1. 事前質問

質問1.	 人口減少や金利上昇傾向の折、今後の収益確保に向けてどのような対応を考えていますか。
質問2.	 少子化が進み、保険に加入する人が少なくなることに対して、どう対処されますか。

【回答】
当社のミッション（使命、存在意義）は「（お客様）一人ひとりの“生きる”を支え続ける」ことです。
そのミッションを果たすためには、「会社が将来にわたり、健全に事業を継続すること」が何より重要です。
「長期的な健全性の確保」のためには、当社のお客様および保有契約を維持し、増やしていくことが求められます。
そのためには、すでにご契約頂いているお客様の満足度を高めて、ご契約を長く継続頂くこと、加えて、朝日
生命となないろ生命を両輪とするマルチチャネル戦略を通じて、より幅広いお客様ニーズに対応し、グループ
ベースでお客様の増加を図ること、これらが基本的な対応となります。
一方で、国内の人口減少は中長期的に見れば、国内生命保険マーケットの縮小、そして労働力の減少という両
面で、当社の事業展開にも大きな影響を及ぼします。
マーケット対策としましては、すでに進出しているベトナムを中心とした海外事業の展開を拡大し、主にアジ
アの成長を取り込むことで、国内マーケット縮小の補完を目指してまいります。
また、労働力の減少に関しましては、DXの推進や業務のリエンジニアリングを通じて、より少人数で質の高い
業務を行うことができる体制の構築に取り組んでまいります。
ちなみに、金利上昇は資産運用、商品開発の両面で、当社の事業運営にはプラスとなります。
すでに、昨年12月に一時払終身保険の販売を再開しましたが、今後も多様なお客様ニーズに対応するため、そ
の他の貯蓄性商品の検討を行い、金利ある世界において総資産の拡大を通じた収益確保に取り組んでまいります。

第78回 定時総代会の開催概要
2025年7月1日に経団連会館（東京都千代田区）において、第78回定時総代会を開催しました。
開催内容および質疑応答については以下のとおりです。

項　 目 開 　催 　内 　容
開催日時 7月1日（火）10時00分～ 11時22分（所要時間82分）

出席者数 109名（総代数148名、出席率73.6％）
（他に委任状38名、委任状込で合計147名）

議 長 代表取締役社長　石島　健一郎

議 題 〔報告事項〕
１．2024年度事業報告、貸借対照表、損益計算書および基金等変動計算書の内容報告の件
２．相互会社制度運営報告の件

〔決議事項〕
第1号議案　2024年度剰余金処分案承認の件
第2号議案　社員配当金割当ての件
第3号議案　総代候補者選考委員10名選任の件
第4号議案　取締役11名選任の件
第5号議案　監査役3名選任の件

質疑応答 事前質問13名（質問数19問）、席上質問3名（質問数3問）
合計16名※（質問数22問）
質疑応答の所要時間30分
回答者　議長または議長が指名した役員
※	合計人数は延べ人数

質問事項 1. 事前質問
①人口減少や金利上昇への対応について
②少子化への対応について
③配当が出ない商品について
④配当水準の同業他社比較について
⑤M&Aを活用した成長戦略について
⑥今後の役職員の処遇方針について
⑦基礎利益について
⑧インターネットによる被害の防止対策について
⑨不正アクセスへの対策について
⑩DX推進に向けた経営層の意識改革とITガバナンスの強化について
⑪コンプライアンス面の新たな対策について
⑫新たなお客様を増やすためのマーケティングや商品設計について
⑬持病のある方向けの商品について
⑭資産形成のための商品の販売再開について
⑮事業保険の経理処理の案内について
⑯あさひマイアプリのレベルアップについて
⑰外国籍の営業職員採用について
⑱手続きのペーパーレス化について
⑲ホームページでの保険料シミュレーションについて

2. 席上質問
①現在の外国籍営業職員の割合と今後の体制について
②役員のICTテクノロジースキルについて
③女性役員の登用について

傍 聴 傍聴者数7名（全て議場内傍聴）

そ の 他 特になし
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質問3.	 配当が出ない商品について、その原因をどのように分析していますか。
質問4.	 朝日生命の配当水準は、同業他社と較べてどのような状況ですか。

【回答】
個人保険・個人年金保険については、当社の業績が堅調に推移していること等から配当をお支払いする方針で
すが、昭和の末期から平成前半にご契約頂いた予定利率の高いご契約等では、契約単位で見ると未だに逆ざやが
発生していることから、配当金がゼロとなる場合があります。
一方、団体年金(企業年金)、財形保険・財形年金保険については、配当の支払いを見送らせていただきます。
個人保険分野への経営資源の集中によってこれらの分野は規模を縮小しており、利益を確保することが困難と
なっていることが原因となっています。
同業他社との比較については、各社で扱っている保険商品や保険料率が異なるため一概に比較できませんが、
当社では全社合計での逆ざやはかなり解消できたとはいえ、個々のご契約で見れば逆ざや契約も多数存在してお
り、個人保険における利差配当では、同業他社より優位性があるとは言えない状況と思われます。
一方で、2023年度決算では医療保険の危険差配当を増配、2024年度決算では運用関係の収益が好調だったこ
とから個人保険の一部で利差配当を増配し、2年連続の増額を実施しています。
今後も、健全性確保のための内部留保の積立とご契約者への配当還元のバランスを踏まえ、増配を検討してま
いります。

質問5.	 同業他社は積極的にM&Aを活用していますが、朝日生命の成長戦略について教えてください。 

【回答】
当社においても、中長期的な成長戦略においてM&Aの活用を検討しています。
先ほど人口減少への対応としてご回答しました、海外事業の展開においても、現地企業に対する出資は必須で
あると考えています。
また、国内において、生保の周辺ビジネス領域において新たな事業展開を行う際にも、当社の人的リソースの
制約やノウハウ不足をカバーする観点から、業務提携や出資などを積極的に検討してまいります。
ただし、投資には当然リスクもありますので、あくまでも当社の将来の健全性に大きな影響を及ぼさない範囲
でのリスクテイクに止めてまいります。

質問6.	 役員報酬が低いと思われますが、今後の役職員処遇の方針について教えてください。

【回答】
当社の役員報酬の水準は、世間一般と比べて決して高い方ではないと思いますが、著しく低いわけでもないと
認識しています。
個人に対する報酬に関しては、役員としてのパフォーマンスなどに応じて相応にインセンティブの効く制度と
しています。
今後につきましては、インフレが進む中で、まずは従業員の実質賃金をしっかり上げていくことが最優先課題
であると考えています。

質問7.	 2024年度決算において、生命保険大手4社は基礎利益が大幅に増加しているようですが、朝日生命の
状況はどうですか。

【回答】
朝日生命単体の2024年度決算における基礎利益は532億円（対前年＋26%）となり、基礎利益が500億円を超
えたのは19年ぶりとなっています。
報道によれば大手4社は、資産運用環境の改善により基礎利益が過去最高水準とのことです。
当社においても、資産運用環境の改善による利息および配当金等収入の増加や為替ヘッジコストの減少等で利
差損益（逆ざや額）が大きく改善したことが、基礎利益の増加した主因です。
なお、なないろ生命も含めたグループの基礎利益は、458億円（対前年＋50％）となっています。

質問8.	 従業員がインターネットによる被害にあわないように取り組んでいることはありますか。
質問9.	 インターネット取引サービスへの不正アクセスに対して、どのような取組みを行っていますか。

【回答】
当社従業員が被害にあわないための取組みとしては、外部からの不正アクセスや社外への情報漏洩等の対策と
して、技術面および教育・体制面で以下の取組みを実施しています。

1. 技術面
　・不正アクセス対策として不正侵入防御システムの導入
　・ウイルス対策用サーバを配置し、メールやWEB閲覧を通じたウイルス侵入を防御
　・各種ソフトウエアの脆弱性に対する修正プログラムの適用　など
2. 教育・体制面
　・グループ会社を含め、模擬攻撃メール訓練を通じた教育啓発
　・e-ラーニングによるコンプライアンス教育
　・サイバーセキュリティに関する調査や対応の社内横断的な専門組織である社内CSIRT※の設置　など

また、お客様が被害にあわないよう、当社のインターネット取引である「あさひマイページ」のご利用にあたっ
ては、なりすまし・不正利用対策として、通常のログインパスワードの設定に加え、ご契約時にご登録いただい
た電話番号による認証を実施するとともに、ログイン時の前回ご利用日時の表示や、ご登録の電子メールアドレ
ス宛に取引結果をお知らせする等、万全なセキュリティ対策を講じています。
加えて、当社になりすました不審メールや不審サイトに関する注意喚起資料を当社ホームページに掲載してい
ます。
※	Computer Security Incident Response Team
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質問10.	 DXの推進に向け、経営層の意識改革とITガバナンスの強化についてどのように考えていますか。

【回答】
当社では、2024年度からの中期経営計画「ネクストA」にて、「DXを支えるベースの整備」を推進しており、その
中で、今日的なシステム構造へ作り替える（モダナイズ）ことによるブラックボックス化の解消や、シンプルなシ
ステムにすることによるシステムの信頼性向上に取り組んでいます。
これらは、社内委員会である「ICTガバナンス委員会」や経営会議にて経営層も交えて協議しており、経営層のコ
ミットメントの下、全社的かつ中長期的な施策として進めてまいります。

質問11.	 コンプライアンス面の新たな対策について教えてください。

【回答】
コンプライアンスについては、従前より対応を図ってきましたが、不適正事象が継続して発生しているなか、
その発生要因について役員間でディスカッションを行い、現場対応だけではなく、本社の指示や制度にも問題が
ないかを検証し、教育や制度等の課題に応じた対策を策定しました。
新たに強化した対策としては、理念体系の再整理を契機に、基本理念である「まごころの奉仕」とコンプライア
ンスの関係などを分かりやすく伝える「コンプライアンス社長宣言」を策定、理念教育の強化とともにコンプライ
アンスの重要性の浸透に向け取り組んでいます。
また、事務制度面では、不適正事象の防止に向けた、本社からの直接的なモニタリングの強化やシステム面で
の対応強化、人事評価面では業績評価とコンプライアンス評価のバランスの見直しなど、検証結果を踏まえた対
策を実施しています。
こうした取組みを通じて、コンプライアンス態勢の強化に引き続き取り組んでまいります。

質問12.	 新規加入者を増やすためのマーケティングや商品設計について教えてください。

【回答】
「少子高齢化の進展」に伴い、国内市場は長期的には縮小見込みですが、医療・介護・所得保障等の第三分野
マーケットは当面の間拡大していくものと認識しています。
そのうえで、商品の開発においては、当社の強みである医療・介護保障を中心に、社会課題やお客様のニーズ
にお応えする商品や、医療技術の進歩に対応した商品等、新たなお客様に関心を持っていただきやすい設計を心
がけています。
とりわけ、シニア層のお客様向けには介護保険に注力しており、民間の介護保険世帯加入率は20.1％※と低位
に留まっているものの、介護の初期段階における住宅改修費用等のニーズがあることを踏まえ、公的介護保険制
度の「要介護1以上」と認定された際に一時金をお支払いする「初期介護一時金特約」を2024年4月に発売しました。
また、幅広い年齢層のお客様に訴求できるよう、がん保険などの医療保障にも注力しており、医療技術の進歩
によるがん治療の選択肢の広がりをうけ、高額な自己負担を要する自由診療による抗がん剤治療を受けた際に月
額で給付金をお支払いする「がん自由診療特約」を2025年4月に発売しました。
今後も、社会環境やニーズの変化に対応した商品開発に取り組み、新たなお客様を増やしていきたいと考えて
います。
※	生命保険文化センター　2024年度「生命保険に関する全国実態調査」

質問13.	 持病のある方向けの商品についての考えを教えてください。

【回答】
生命保険は、疾病の罹患や死亡などの「将来の予期せぬリスク」に備えていただくものですので、加入時の被保
険者の健康状態によって発生リスクが高いと判断される場合には、ご加入をお断りすることもあります。
一方で、持病をお持ちの方への保障提供も生命保険会社の役割と考えており、当社では、持病をお持ちの方で
もご加入頂ける引受基準緩和型の専用商品をご提供しています。
具体的には、引受基準緩和型の死亡保障と医療保障を組み合わせてご加入いただける「かなえるプラス」や、介
護保障の「かなえる介護年金」を販売しています。
これらの引受基準緩和型の商品は、健康上の理由により通常の保険にご加入いただけない方に向けた商品です
ので、保険料は当社の他の商品に比べて多くの場合で割高となっています。
なお、「かなえる介護年金」は当社単独では開発が難しかった引受基準緩和型の介護保険を、東京大学との共同研
究の成果※を活用して、開発した商品です。
今後も人生100年時代において、「生きるを支え続ける」の使命を果たすべく、引受基準緩和型商品のラインナッ
プ拡充に努めてまいります。
※	東京大学との社会連携講座「糖尿病・生活習慣病予防講座」における各疾患の要介護状態に至るリスク評価に関する共同研究の成果

質問14.	 個人年金など資産形成のための商品の販売再開予定はありますか。

【回答】
マイナス金利政策を受けた急激な金利低下に伴い、2016年より一部を除く貯蓄性商品を販売停止としていまし
たが、昨今の長期金利の上昇を踏まえ、2024年12月に一時払終身保険の販売を再開しました。
平準払の個人年金等については、現行の金利下でも魅力ある商品性の実現は難しいことから販売再開には至っ
ていませんが、今後も、魅力的な商品の提供に向け、引き続き金利動向を注視してまいります。

質問15.	 法人契約の支払保険料に係る経理処理についての説明資料に決算期末における資産計上額の残高を記
載いただくことは可能でしょうか。

【回答】
当社ではこれまでお客様のご要望に応えるため、2018年4月より経理処理ご説明資料を新規提供し、その後
2023年4月より提供範囲の拡大、2024年4月より法人様ごとに全契約をまとめて表示した説明資料の提供など、
お客様にとってより有用な情報の提供に努めてまいりました。また、法人様の決算時期に合わせて、当該資料を
お客様にお届けする活動を実施しています。
契約ごとの資産計上額の表示については、現在一定の条件のご契約について、お客様からご要望があった場合
に別資料でお届けすることにとどまっており、経理処理ご説明資料での提供はできていません。
法人様にとって資産計上累計額を把握することは重要なことであると理解しています。しかしながら当該資料
への掲載については、システム改修が必要となることから今後は法人のお客様のご要望を把握しながら対応につ
いて検討してまいります。
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質問16.	 あさひマイアプリの今後のレベルアップについて教えてください。

【回答】
あさひマイアプリは、お客様の興味・関心が高い情報をより幅広く、楽しくお届けすることで、当社に親近感
を持っていただくとともに、介護や認知症など“いざ”という時にもお役に立てるよう、様々なコンテンツをご用
意しています。
今後は、お客様との信頼関係を一層深めることができるよう、ご指摘いただいた、“毎日開きたくなる”ような、
楽しくて、暮らしのお役に立てるメニューの拡充を目指してまいります。
なお、ご契約者の皆様は、当アプリからご自身の「あさひマイページ」へログインすることで、各種お手続きを
スマホで行っていただけますが、こちらもより簡単・スピーディーに操作いただけるよう、レベルアップに努め
てまいります。

質問17.	 今後、外国籍の営業職員を増やしていくのでしょうか。

【回答】
営業職員の採用にあたり、国籍を理由とした採用は行っておらず、採用に際しては、営業職員として、保険加
入時にお客様へ丁寧なコンサルティングを行い、さらに加入後にきめ細やかで手厚いアフターサービスを提供で
きるかという観点から判断しています。
したがいまして、外国籍の営業職員採用に関して特段の計画は設けておりません。

質問18.	 手続きのペーパーレス化の拡大を図ってほしい。

【回答】
当社といたしましても、利便性・環境面・効率性といった観点から、ペーパーレス化に取り組んでおり、取扱
件数の多い手続きから順次優先的にペーパーレス化を進めています。
一方、ご契約者が法人様となるご契約等においては、正当請求権者であることを証明する書類（登記簿謄本）と
実印が必要となる等、ペーパーレスでの手続き完結が困難なケースもあります。
今後とも現状の課題を整理しつつ、ペーパーレス化の拡大に取り組んでまいります。

質問19.	 ホームページで商品の料金プランは掲載されていますが、より細かいシミュレーションはできませ
んか。

【回答】
あんしん介護等の介護関連商品については、現在、当社ホームページ内の介護保険スペシャルサイトで保険料
シミュレーション機能を公開しています。
様々な保障を組み合わせる総合保障型商品（保険王）については、お客様の詳細なニーズを把握したうえで設計
することが重要と考えていることから、ホームページでの試算ではなく、営業職員を通じてご案内させていただ
いています。

■ 2. 席上質問

質問1.	（事前質問17に関連して）
	 外国籍の営業職員の割合はどのくらいでしょうか。
	 また、今後、外国籍のお客様にご加入いただくための体制を整備する予定はありますか。

【回答】
外国籍の営業職員の割合は、全体の7％程度です。
日本に居住する外国籍の方は増加しており、将来的にはひとつのマーケットになる可能性はあると考えていま
す。今後の体制整備については、体制整備に見合うマーケットの魅力があるかどうかや、適正なリスクコント
ロールができるか否かという点を踏まえ、引き続き検討してまいります。

質問2.	 議案書84頁の取締役のスキル・マトリックスに「ICTテクノロジー」の項目がありますが、ICTテクノ
ロジーに関するスキルを有する方が増えることを期待しています。

【回答】
私自身のITリテラシー向上の必要性はもちろん、役員のICTテクノロジースキルの重要性を再認識させていただ
きました。

質問3.	 男女共同参画の観点からすると、役員候補者の男女比率に偏りがあるように思います。多様な人材を
役員に登用していくことが、持続的な経営に資するものと思いますので、今後の課題としてご検討い
ただければと思います。

【回答】
社外取締役を含めた全取締役へのアンケートでも同様のご意見をいただいており、課題として認識しておりま
す。
ジェンダーのみで判断する訳にはいきませんが、社内の人財育成と社外からの登用の両面から引き続き努力し
てまいります。
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ご契約者懇談会
ご契約者懇談会
広く全国各地のご契約者の皆様からご意見・ご要望を直接お伺いし、会社経営に反映させること、また、生命保
険および当社に関する説明や報告を行うことにより、当社と生命保険についてより深くご理解いただくことを目的
として、1975年から開催しています。
「ご契約者懇談会」の開催案内については、開催前の一定期間、ホームページ等により広くお知らせしています。
ご出席された方々よりいただいたご意見・ご要望につきましては、お客様サービスの改善等、お客様満足の向上
のための取組みに反映させています。
また、「ご契約者懇談会」においては、総代にご出席いただく等、総代会との連携強化に努めています。

2024年度の開催状況
2024年度は、2024年12月から2025年2月にかけて、
全国58支社で開催し、90名の総代を含む976名のご契約者
に出席いただきました。

主なご意見・ご要望・ご質問

ご契約者懇談会 ご出席者の内訳

性
別

～30歳 1.3％

（2024年度）

男性
50.9％

女性
49.1％

年
齢
別

職
業
別

自営業者
38.2％

会社員
25.7％

主婦
14.9％

その他
15.7％

71歳～
20.8％

31～40歳 4.1％

41～50歳
15.9％

61～70歳
26.6％

51～60歳
31.3％

会社役員 5.5％

（2024年度）

会社経営全般 商品・サービス関係
営業職員
関係

制度・手続き、情報提供等

その他

287件
36.7％

328件
41.9％

70件
8.9％

59件
7.5％

39件
5.0％

ご契約者懇談会におけるご意見・ご要望・ご質問の内訳

■会社経営全般
⃝配当の支払いについて
⃝朝日生命となないろ生命のすみわけについて
⃝今後の広告展開について
⃝DX推進に向けた取組みやAIの活用について
⃝アジア等の海外進出予定について
⃝他社との差別化について
⃝社会貢献活動について

■商品・サービス関係
⃝�年金保険のような貯蓄性商品の発売について

⃝�外貨建て商品の取扱い予定について
⃝�介護関連サービスの提供や介護施設との業務提
携について

■営業職員関係
⃝�営業職員の定期訪問について
⃝�高齢職員退職後の契約者フォローについて

■制度・手続き、情報提供等
⃝�インターネット経由でのサービスの提供状況に
ついて

評議員会
評議員会は、当社の社員（ご契約者）および学識経験者等によって構成され、社員から寄せられた会社経営に関す
るご意見や、取締役会が助言を求めた会社経営に関する事項について審議を行っています。
また、全国各地で開催している「ご契約者懇談会」で寄せられた会社経営に関するご意見等も評議員会に諮ってい
ます。

評議員
（五十音順・敬称略・2025年7月1日現在）
塩　島　義　浩	 公益財団法人資生堂子ども財団　理事長
島　田　由　香	 株式会社YeeY　共同創業者　代表取締役
城　詰　秀　尊	 株式会社ADEKA　社長
谷　本　寛　治	 早稲田大学　商学学術院　商学部　教授
外　川　　　拓	 上智大学　経済学部　准教授
中戸川　　　稔	 古河機械金属株式会社　社長
仁　科　秀　隆	 弁護士
古　田　英　範	 富士通株式会社　取締役会長
松　平　弘　之	 日本軽金属ホールディングス株式会社　取締役上席執行役員
水　野　明　人	 ミズノ株式会社　社長
山　下　雅　史	 株式会社東京スター銀行　取締役

評議員の構成
（2025年7月1日現在）

年齢（歳） 30 〜 39 40〜 49 50〜 59 60〜 69 70〜 79 合　計

人数（名） 1 1 2 6 1 11

2024年度評議員会

会社経営に関するご意見については、書面にて下記までご送付ください。
〒160−8570　東京都新宿区四谷一丁目6番1号　朝日生命保険相互会社　評議員会事務局
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コーポレートガバナンス

取締役会、監査役会、指名・報酬委員会
取締役会
取締役会は、取締役の役割・責務を適切に果たすために必要な知識・経験・能力を有する者で構成し、取締役の
員数を15名以内としています。また、「社外役員の独立性判断基準※」を満たす社外取締役を2名以上選任し監督機能
を強化するとともに、取締役会全体として適正な規模と多様性を確保しています。
※	「コーポレートガバナンス基本方針」第8条に掲載。

取締役会の実効性評価
取締役会全体の実効性に関し、全取締役・監査役を対象にアンケートを実施し、その結果をもとに取締役会にお
いて分析・評価を実施しました（2024年6月）。
その結果、当社の取締役会は概ね適切に運営されておりますが、重要議案の審議の充実、取締役会の構成等につ
いては引き続き改善が必要と考えております。今後もさらなる実効性向上に向けて、審議を充実させる会議運営に
取り組んでまいります。

主な意見は以下のとおりです。
・中期経営計画については、策定段階から十分な回数を重ねて審議できた。
・気候変動対策や独自取組み等サステナビリティ経営に関する議論をさらに深めてほしい。
・取締役会の構成は、社外役員の増加やジェンダーの観点等、引き続き改善の余地がある。
・�社外役員による支社・営業所等への視察会は社外役員の当社の理解や取締役会の実効性向上に寄与しており、
内容を充実させたうえで継続実施してほしい。
・�役員間のコミュニケーション機会は充実してきているが、コミュニケーションの深化に向けて、さらなる充
実を図ってほしい。
・取締役会の資料の分量について、改善は図られているが、さらなる簡略化を図ってほしい。

■ スキル・マトリックス
取締役会における各取締役に関するスキル・マトリックスは以下のとおりです。

（注）	1.	各取締役の略歴はP106〜 107をご参照ください。
	 2.	当社の経営戦略、経営計画等を踏まえてスキル項目を設定し、各取締役が保有する主なスキル・専門分野に〇印を付しています。各取締役の

有するすべてのスキルや専門的な知見を表すものではありません。

氏　　名 企業
経営

法務
リスク
管理

会計
数理

人事
労務

営業
マーケティング

金融
資産運用

ICT
テクノロジー

ESG
SDGs（当社における地位）

木 村 博 紀 〇 〇 〇 〇
（取締役会長）
石 島 健一郎 〇 〇 〇

（代表取締役社長）
池 田 健 一 〇 〇 〇

（代表取締役専務執行役員）
鹿島田 耕 一 〇 〇

（取締役常務執行役員）
下 鳥 正 弘 〇 〇 〇

（取締役常務執行役員）
小 野 貴 裕 〇 〇 〇

（取締役常務執行役員）
鶴 岡  　尚 〇 〇 〇

（取締役常務執行役員）
塚 本 隆 史 〇 〇 〇 〇
（社外取締役）
田 中 達 也 〇 〇 〇 〇
（社外取締役）
近 藤  　晃 〇 〇 〇 〇
（社外取締役）
高 井 文 子 〇 〇 〇 〇
（社外取締役）

監査役会
監査役の員数は5名以内とし、その半数以上を社外監査役としています。また、原則として、「社外役員の独立性判
断基準」を満たす社外監査役を2名以上選任しています。
監査役会は、監査に関する意見を形成する唯一の協議機関かつ決定機関であり、すべての監査役で組織していま
す。
監査役会においては、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受
けるほか、取締役、執行役員、保険計理人等から職務の執行状況の報告、内部監査部門から内部監査結果の報告を
受けるなどにより監査を行っています。
会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人とは緊密な連携を保ち、連結財務諸表監査において任意適用する

「監査上の主要な検討事項（KAM:Key Audit Matters）」の候補の選定および記載内容について十分な協議を行うとと
もに、監査役会において職務の執行状況の報告を受ける他、常勤監査役と毎月、意見交換（三様監査の観点から、四
半期に一度、内部監査部も参画）を行い、適切に職務を遂行していることを確認しています。
また、常勤監査役は、取締役会・経営会議・その他の重要な会議への出席、重要な議事録の閲覧、定期的に当社
の各部署等から経営計画の進捗および内部統制・リスク管理の状況等の報告を受け、支社・営業所に往査を行って
います。内部監査部とは毎月、グループ各会社の代表取締役・監査役等とは定期的に意見交換を行う等、日常的な
監査活動を実施し、意見表明・提言を行っています。社外監査役は、取締役会等へ出席し、客観的かつ独立的な立
場から意見表明・提言を行うとともに、必要に応じて支社・営業所に往査を行っています。

指名・報酬委員会
取締役および執行役員の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、取締
役会のもとに、原則として過半数を社外取締役で構成する、指名・報酬委員会を置いています。
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（1）取締役および監査役
男性15名　女性1名　（取締役および監査役のうち女性の比率　6.3%）� （2025年7月1日現在）

役員・会計監査人

取締役会長

木
き

村
むら

 博
ひろ

紀
き

　（1962年1月19日生）

1984年  4月	 当社入社
2012年  4月	 執行役員
2013年  7月	 取締役執行役員
2015年  4月	 取締役常務執行役員
2017年  4月	 代表取締役社長
2024年  4月	 代表取締役会長
2025年  4月	 取締役会長

代表取締役社長

石
いし

島
じま

 健
けんいちろう

一郎　（1963年10月8日生）

1988年  4月	 当社入社
2017年  4月	 執行役員
2018年  7月	 取締役執行役員
2020年  4月	 取締役常務執行役員
2021年  4月	 なないろ生命保険株式会社 代表取締役社長
2021年10月	 当社取締役
2024年  4月	 代表取締役社長

代表取締役
（専務執行役員）

池
いけ

田
だ

 健
けん

一
いち

　（1962年12月23日生）

リスク管理統括部 
コンプライアンス統括部 担当

1986年  4月	 当社入社
2017年  4月	 執行役員
2020年  7月	 取締役執行役員
2021年  4月	 取締役常務執行役員
2024年  4月	 取締役専務執行役員
2025年  4月	 代表取締役専務執行役員

取締役
（常務執行役員）

鹿
か

島
しま

田
だ

　耕
こう

一
いち

　（1963年3月17日生）

営業総局長 兼 特命首都圏強化担当
特命法人マーケット強化担当
営業管理部 営業基盤開発部 営業職員体制強化部 担当

1986年  4月	 当社入社
2016年  4月	 執行役員
2020年  4月	 常務執行役員
2021年  7月	 取締役常務執行役員

取締役
（常務執行役員）

下
しも

鳥
とり

 正
まさ

弘
ひろ

　（1964年3月21日生）

総務部 人事部 人事総務部 担当

1986年  4月	 当社入社
2018年  4月	 執行役員
2021年  7月	 取締役執行役員
2024年  4月	 取締役常務執行役員

取締役
（常務執行役員）

小
お

野
の

 貴
たか

裕
ひろ

　（1968年3月3日生）

経営企画部 海外事業部 担当

1990年  4月	 当社入社
2020年  4月	 執行役員
2023年  7月	 取締役執行役員
2024年  4月	 取締役常務執行役員

取締役
（常務執行役員）

鶴
つる

岡
おか

 尚
まさる

　（1964年1月9日生）

資産運用企画部 エクイティ投資部 不動産部 担当

1988年  4月	 当社入社
2021年  4月	 執行役員
2024年  7月	 取締役執行役員
2025年  4月	 取締役常務執行役員

取締役

塚
つか

本
もと

 隆
たか

史
し

　（1950年8月2日生）

1974年  4月	 株式会社第一勧業銀行 入行
2009年  4月	 株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役社長
2011年  6月	 株式会社みずほ銀行 取締役頭取
	 株式会社みずほフィナンシャルグループ 取締役会長
2013年  7月	 株式会社みずほ銀行 取締役会長
2014年  4月	 みずほフィナンシャルグループ 常任顧問
2016年  7月	 当社取締役
2017年  4月	 みずほフィナンシャルグループ 名誉顧問
2023年  7月	 株式会社みずほフィナンシャルグループ 特別顧問（現任）

取締役

田
た

中
なか

 達
たつ

也
や

　（1956年9月11日生）

1980年  4月	 富士通株式会社 入社
2015年  6月	 富士通株式会社 代表取締役社長
2019年  6月	 富士通株式会社 取締役会長
2020年  4月	 株式会社富士通マーケティング 取締役会長
2020年10月	 富士通Japan株式会社 取締役会長
2022年  4月	 富士通Japan株式会社 シニアアドバイザー
2023年  7月	 当社取締役

取締役

近
こん

藤
どう

 晃
あきら

　（1959年1月22日生）

1981年  4月	 日本通運株式会社 入社
2013年  5月	 日本通運株式会社 執行役員 四国ブロック地域総括兼四国支店長
2015年  5月	 日本通運株式会社 執行役員
2016年  5月	 日本通運株式会社 常務執行役員
2019年  4月	 日本通運株式会社 専務執行役員
2022年  1月	 日本通運株式会社 代表取締役副社長 副社長執行役員
	 兼NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社 副社長執行役員
2024年  1月	 日本通運株式会社 特別参与（現任）
2024年  7月	 当社取締役

取締役

高
た か い

井 文
あ や こ

子　（1972年7月23日生）

1999年  4月	 株式会社三和総合研究所（現三菱UFJリサーチ＆コンサルティング
	 株式会社）入所
2005年  4月	 東京理科大学 経営学部 経営学科 専任講師
2009年  4月	 東京理科大学 経営学部 経営学科 准教授
2016年  4月	 横浜国立大学大学院 国際社会科学研究院 国際社会科学部門 准教授
2019年  4月	 横浜国立大学大学院 国際社会科学研究院 国際社会科学部門 教授 兼
	 同大学大学院 国際社会科学府 経営学専攻 教授 兼 同大学 経営学部 
	 経営学科 マネジメント分野 教授（現任）
2021年  4月	 横浜国立大学大学院 先進実践学環 教授（現任）
2025年  7月	 当社取締役

監査役〈常勤〉

増
ます

田
だ

 薫
かおる

　（1962年3月28日生）

1985年  4月	 当社入社
	 債券運用ユニットゼネラルマネージャー、
	 総合リスク管理ユニットゼネラルマネージャー、リスク管理統括部長、
	 証券運用部長、証券投資部長、内部監査局長、内部監査部顧問を歴任
2021年  7月	 監査役

監査役〈常勤〉

小
お

川
がわ

 信
しん

一
いち

郎
ろう

　（1963年12月3日生）

1987年  4月	 当社入社
	 朝日不動産管理株式会社 総務部長、第二法人統括部長、
	 第二法人部長、関連事業室長、人事部長、人事部担当部長を歴任
2023年  7月	 監査役

監査役

柴
しば

田
た

 光
みつ

義
よし

　（1953年11月5日生）

1977年  4月	 古河電気工業株式会社 入社
2012年  4月	 古河電気工業株式会社 代表取締役社長
2017年  4月	 古河電気工業株式会社 取締役会長
2018年  7月	 当社監査役
2023年  4月	 古河電気工業株式会社 取締役
2023年  6月	 古河電気工業株式会社 特別顧問（現任）

監査役

菊
きく

池
ち

 洋
よう

一
いち

　（1953年8月27日生）

1978年  4月	 東京地方裁判所判事補
2006年  6月	 法務省大臣官房司法法制部長
2008年  1月	 東京高等裁判所判事
2010年  3月	 徳島地方・家庭裁判所長
2011年  9月	 京都地方裁判所長
2013年  6月	 東京高等裁判所部総括判事
2017年10月	 広島高等裁判所長官
2018年11月	 弁護士登録 桃尾・松尾・難波法律事務所 入所（現任）
2021年  7月	 当社監査役

コーポレートガバナンス

監査役

松
まつしま

島 泰
とおる

　（1955年4月16日生）

1979年  4月	 伊藤忠商事株式会社 入社
2006年  6月	 伊藤忠商事株式会社 執行役員 自動車部門長
2010年  6月	 伊藤忠商事株式会社 代表取締役常務執行役員 機械Co.プレジデント
2011年  4月	 伊藤忠商事株式会社 機械・情報Co.プレジデント
2012年  4月	 伊藤忠商事株式会社 代表取締役常務執行役員 CAO
2014年  4月	 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社（=CTC） 専務執行役員
2014年  6月	 CTC 取締役専務執行役員 経営企画、経営管理、グローバルビジネス担当
2015年  6月	 CTC 取締役副社長執行役員CFO 兼 グローバルビジネス担当
2020年  7月	 伊藤忠プランテック株式会社 監査役（現任）
2020年  7月	 伊藤忠マシンテクノス株式会社 監査役（現任）
2025年  7月	 当社監査役
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略

環
境
・
社
会
貢
献

人
的
資
本
経
営
・
人
権

ガ
バ
ナ
ン
ス

コーポレートガバナンス

専務執行役員
本社営業本部長

平
ひら

野
の

 正
まさ

人
と

　（1962年7月8日生）

1985年  4月	 当社入社
	 町田支社長、東京西統括支社長を歴任
2016年  4月	 執行役員
2019年  4月	 常務執行役員
2023年  4月	 専務執行役員

常務執行役員
営業企画部 ダイレクト事業部 商品開発部 担当

水
みず

野
の

 健
たけし

　（1964年2月14日生）

1987年  4月	 当社入社
	 兵庫西支社長、新潟支社長を歴任
2017年  4月	 執行役員
2021年  4月	 常務執行役員

（2）執行役員

常務執行役員
新都心統括支社長

扇
おおぎ

 直
なお

樹
き

　（1964年10月15日生）

1988年  4月	 当社入社
	 湘南支社長、営業管理部長を歴任
2018年  4月	 執行役員
2021年  4月	 常務執行役員

常務執行役員
本社営業本部 東京統括本部長(ブロック支社長) 

西
にし

田
だ

 幸
ゆき

生
お

　（1964年9月28日生）

1989年  3月	 当社入社
	 千葉支社長（ブロック支社長）、さいたま支社長（ブロック支社長）を歴任
2018年  4月	 執行役員
2021年  4月	 常務執行役員

常務執行役員
さいたま統括支社長

殿
との

井
い

 純
じゅんいちろう

一郎　（1964年10月2日生）
1988年  4月	 当社入社
	 道南支社長、南大阪支社長を歴任
2019年  4月	 執行役員
2023年  4月	 常務執行役員

常務執行役員
東京東統括支社長

望
もち

月
づき

 剛
ごう

　（1967年8月21日生）

1990年  4月	 当社入社
	 町田支社長、新潟支社長を歴任
2021年  4月	 執行役員
2024年  4月	 常務執行役員

常務執行役員 
大阪統括支社長

外
ほか

西
にし

 茂
しげる

　（1962年6月14日生）

1985年  4月	 当社入社
	 鹿児島支社長、茨城支社長（ブロック支社長）を歴任
2021年  4月	 執行役員
2025年  4月	 常務執行役員

執行役員
横浜統括支社長

神
かみ

谷
や

 有
ゆう

生
せい

　（1964年8月29日生）

1987年  4月	 当社入社
	 八王子支社長（ブロック支社長）、八王子支社長、福島支社長、福島支社長

（ブロック支社長）、福岡支社長（ブロック支社長）、福岡支社長、札幌支社
長（ブロック支社長）、東京西統括支社長を歴任

2022年  4月	 執行役員

執行役員
京滋支社長（ブロック支社長）

林
はやし

 修
しゅう

一
いち

　（1966年4月5日生）

1990年  4月	 当社入社
	 営業職員体制強化部長、営業管理部長を歴任
2023年  4月	 執行役員

執行役員
契約医務部 お客様サービス部 保険金部 担当

金
きん

平
ぺい

 桂
けい

子
こ

　（1964年7月7日生）

1983年  4月	 当社入社
	 内部監査部長、お客様サービス部長を歴任
2023年  4月	 執行役員

執行役員
事務企画部 企業保険部 代理店業務管理部
デジタル戦略企画部 担当

中
なか

村
むら

 俊
とし

夫
お

　（1964年6月30日生）

1987年  4月	 当社入社
	 人事ユニット ゼネラルマネージャー、事務企画部長、代理店事業部長、
	 NHSインシュアランスグループ株式会社 顧問、
	 NHSインシュアランスグループ株式会社 常務取締役を歴任
2024年  4月	 執行役員

執行役員
フィックスドインカム投資部
ファイナンス投資部 担当

渡
わた

部
なべ

 耕
こう

治
じ

　（1967年9月29日生）

1991年  4月	 当社入社
	 証券運用部 株式運用室長、
	 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 執行役員 企画総務部長、
	 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 取締役常務執行役員、
	 エクイティ投資部長、資産運用企画部長を歴任
2024年  4月	 執行役員

執行役員
静岡支社長

川
かわ

端
ばた

 英
ひで

司
し

　（1965年11月5日生）

1989年  4月	 当社入社
	 営業副総局長 兼 特命大阪・名古屋強化担当、静岡支社長を歴任
2024年  4月	 執行役員

執行役員
営業副総局長 兼 特命大阪・名古屋強化担当

齋
さい

藤
とう

 直
なお

樹
き

　（1966年12月2日生）

1991年  4月	 当社入社
	 南大阪支社長、茨城支社長（ブロック支社長）を歴任
2024年  4月	 執行役員

執行役員 
調査広報部 主計部 担当

岡
おかむら

村 憲
の り お

男　（1967年2月19日生）
1990年  4月	 当社入社
	 企業保険部長、事務企画部長 、経営企画部長を歴任 
2025年  4月	 執行役員

執行役員 
名古屋統括支社長(ブロック支社長)

星
ほ し の

野 知
ともゆき

之　（1967年1月6日生）
1990年  4月	 当社入社
	 仙台支社長、神戸支社長、鹿児島支社長、名古屋統括支社長を歴任
2025年  4月	 執行役員

執行役員 
東京西統括支社長  

芹
せりかわ

川 芳
よ し み

美　（1960年 9月27日生）
1989年  3月	 当社入社
	 越谷支社長、町田支社長、営業副総局長 兼 特命大阪・名古屋強化担当を

歴任
2025年  4月	 執行役員

（3）会計監査人

名称：EY新日本有限責任監査法人
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受付時間：月曜日～金曜日 9：00 ～17：00
　　　　　土曜日 9：00 ～12：00／ 13：00 ～17：00
　　　　　（日曜日、祝日、年末年始を除きます）

受付時間：月曜日～土曜日 9：00 ～17：00
　　　　　（日曜日、祝日、年末年始を除きます）

お客様サービスセンター

0120－714－532 0120－360－567

「スマイルシリーズ」専用
お客様サービスセンター

RR

Cinnamoroll 
Ⓒ 2025 SANRIO CO., LTD.
 APPROVAL NO. 660380

会社概要　（2025年３月末現在）

■統括本部・統括支社・支社・営業所拠点数

名称	 朝日生命保険相互会社
本社所在地	 〒160－8570
	 東京都新宿区四谷一丁目６番１号
	 TEL 03-4214-3111（大代表）
創業	 1888（明治21）年３月１日

総資産	 5兆3,263億円
基金の総額	 2,570億円（基金償却積立金を含む）
従業員数	 19,187名
	 （職員：4,179名、営業職員：15,008名）

■関連企業

なないろ生命保険株式会社
NHSインシュアランスグループ株式会社
株式会社NHS
株式会社創企社
株式会社FEA
ライフナビパートナーズ株式会社
株式会社F.L.P
株式会社ZNPマーケティング
株式会社インフォテクノ朝日

朝日保険サービス株式会社
ASAHI LIFE CONSULTING VIETNAM CO., LTD.
朝日ライフ アセットマネジメント株式会社
朝日ﾅﾃｨｸｼｽ・ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄ･ﾏﾈｰｼﾞｬｰｽﾞ株式会社
朝日不動産管理株式会社
朝日生命カードサービス株式会社
朝日生命ビジネスサービス株式会社
公益財団法人朝日生命成人病研究所

北海道
支社 4
営業所 27

東北
支社 6
営業所 45

東海
統括支社 1
支社 5
営業所 62

四国
支社 3
営業所 19九州

支社 8
営業所 75

関東
統括本部 1
統括支社 5
支社 10
営業所 186

近畿
統括支社 1
支社 6
営業所 64

甲信越・北陸
支社 4
営業所 42

中国
支社 4
営業所 34

統括本部・統括支社・支社：58
営業所：554（2025年４月１日現在）
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